
（３）

報
告

弁
護
士
　
鈴
　
木
　
　
　
覚

民
事
訴
訟
の
I
T
化
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
弁
護
士
会
の
対
応
状
況
等

さ
れ
て
い
る
。

仙
台
弁
護
士
会
で
は
、
平
成
　
年
8

30

月
に
民
事
裁
判
I
T
化
検
討
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
が
設
置
さ
れ
、
同
年
　
月
10

か
ら
は
裁
判
所
と
の
ラ
ン
チ
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
裁
判
所
と
の
合
同
で
こ
れ
ま

で
3
回
の
模
擬
裁
判
を
実
施
し
、
令
和

元
年
　
月
　
日
に
は
４
回
目
の
模
擬
裁

12

20

判
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

４
　（
フ
ェ
ー
ズ
1
）
現
行
法
下
に

　
　
お
け
る
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト

　
　「team

    s

 」を
利
用
し
た
訴
訟

　
　
手
続
の
見
通
し
と
弁
護
士
の
対
応

フ
ェ
ー
ズ
１
で
は
、
当
事
者
の
一
方

又
は
双
方
の
出
頭
を
要
し
な
い
以
下
の

４
つ
の
手
続
等
に
お
い
て
適
用
さ
れ
、

期
日
や
協
議
等
に
ウ
ェ
ブ
会
議
を
用
い

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

1
　
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
音
声
の

送
受
信
に
よ
る
期
日
 当
事
者
一
方
不

出
頭

2
　
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
に
お
け
る

協
議
 当
事
者
双
方
不
出
頭

3
　
進
行
協
議
に
お
け
る
音
声
の
送
受

信
に
よ
る
期
日
 当
事
者
一
方
不
出
頭

フ
ィ
ス
ソ
フ
ト
、
電
子
メ
ー
ル
、
ス
マ

ホ
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
。
弁
護
団
活
動
に
お
い
て

も
、
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
、
チ
ャ
ッ
ト
、

電
子
フ
ァ
イ
ル
の
共
有
フ
ォ
ル
ダ
、

s

 kyp    e  を
使
っ
た
会
議
な
ど
が
行
わ
れ

て
い
る
。

弁
護
士
会
内
の
活
動
に
お
い
て
も
、

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
、skype

 
    や
テ
レ

ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
た
会
議
が
活

用
さ
れ
て
い
る
。

３
　
弁
護
士
会
に
お
け
る

民
事
訴
訟
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化

の
検
討
及
び
協
議

日
本
弁
護
士
連
合
会
で
は
、
I
T
化

へ
の
検
討
対
策
を
行
う
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
が
発
足
し
、
定
期
的
に
会
議
を

開
催
さ
れ
て
い
る
他
、
メ
ー
リ
ン
グ
リ

ス
ト
で
活
発
な
情
報
や
意
見
交
換
が
な

3
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

2
0
0
0
年
に
裁
判
記
録
の
電
子
化

（e

 ‐Filin

 
    g  ）
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
、

2
0
1
3
年
か
ら
はe

 ‐Litigatio

 
        n  と

し
て
新
裁
判
シ
ス
テ
ム
が
始
動
し
て
い
る
。

２
　
弁
護
士
業
務
に
お
け
る

こ
れ
ま
で
の
Ｉ
Ｔ
の
運
用
状
況

弁
護
士
会
に
お
け
る
A
D
R
（
紛
争

解
決
支
援
セ
ン
タ
ー
や
住
宅
紛
争
審
査

会
）
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
I
T
機
器

は
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

他
方
、
個
々
の
弁
護
士
業
務
あ
る
い

は
弁
護
団
活
動
に
お
い
て
、
I
T
は
か

な
り
利
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
弁
護
士

業
務
と
し
て
は
、
パ
ソ
コ
ン
は
不
可

欠
、
依
頼
者
管
理
･
事
件
管
理
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
や
ア
プ
リ
、
判
例
検
索
（
か
つ

て
は
C
D
‐
R
O
M
や
D
V
D
だ
っ
た

の
が
現
在
はw

eb    サ
ー
ビ
ス
）、
オ

１
　
海
外
の
状
況（
日
弁
連
の
視
察
）

は
じ
め
に
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
で

視
察
し
た
、
諸
外
国
に
お
け
る
民
事
訴

訟
の
I
T
化
の
状
況
に
つ
い
て
お
伝
え

す
る
。

1
　
ア
メ
リ
カ

州
と
連
邦
と
で
異
な
る
が
、
連
邦
で

は
、
1
9
9
0
年
代
に
書
面
の
提
出
を

電
子
的
に
行
う
シ
ス
テ
ム
（
C
M
/
E

C
F
）
が
導
入
、
1
9
9
6
年
に
は
全

て
の
事
件
記
録
に
閲
覧
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
る
P
A
C
E
R
が
ス
タ
ー
ト
し

て
い
る
。

2
　
韓
国

2
0
1
0
年
か
ら
民
事
関
係
手
続
き

に
広
く
I
T
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
書

面
と
I
T
が
併
存
。
裁
判
所
に
サ
イ
ト

に
書
面
、
書
証
を
提
出
し
、
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
で
弁
護
士
が
自
分
に
関
連
す
る

事
件
の
情
報
を
い
つ
で
も
確
認
で
き
る
。



（４）

義
等
の
民
事
裁
判
の
諸
原
則
と
の
整
合

性
が
と
れ
る
か
（
法
改
正
の
要
否
を
検

討
）。

3
　
閲
覧
自
由
と
い
う
現
状
の
当
否

何
人
も
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、

訴
訟
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
民
事
訴
訟
法
　
条
1
項
）
を

91

維
持
し
て
よ
い
か
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う

な
制
度
の
当
否
（
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け

る
複
製
の
容
易
性
や
伝
播
可
能
性
を
考

慮
し
た
見
直
し
が
必
要
か
）。

4
　
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

漏
洩
、
な
り
す
ま
し
、
改
ざ
ん
等
に

対
す
る
対
策
が
必
要

5
　
誤
送
信
の
リ
ス
ク
や
到
達
確
認
困

4
　
事
実
上
の
打
合
せ
 当
事
者
双
方

不
出
頭

な
お
、
書
面
や
証
拠
の
提
出
方
法

は
、
従
来
と
変
わ
ら
な
い
。

フ
ェ
ー
ズ
1
で
は
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ

ト
の
「T

eam

 
   s
 」
と
い
う
チ
ャ
ッ
ト
ア

プ
リ
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

同
ア
プ
リ
は
ウ
ェ
ブ
会
議
機
能
や
フ
ァ

イ
ル
の
共
有
機
能
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
機
能
を
活
用
し
て
フ
ェ
ー
ズ

1
で
の
ウ
ェ
ブ
会
議
等
を
運
用
す
る
こ

と
と
な
る
。

５
　
I
T
化
実
現
に
当
た
っ
て
の

問
題
点
や
検
討
課
題

民
事
裁
判
の
I
T
化
に
当
た
っ
て
は

以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
問
題
点
や
検
討

課
題
が
あ
る
。

1
　
市
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
へ
の

配
慮I

T
が
苦
手
な
人
や
高
齢
者
・
障
が

い
者
が
裁
判
を
利
用
す
る
妨
げ
に
な
ら

な
い
よ
う
な
工
夫
や
仕
組
み
が
必
要
で

あ
る
。

2
　
民
事
裁
判
の
諸
原
則
等
の
整
合
性

の
検
討

裁
判
の
公
開
、
直
接
主
義
、
弁
論
主

難
さ
へ
の
対
応

6
　
濫
訴
的
な
訴
え
増
加
の
懸
念

7
　
裁
判
所
施
設
（
特
に
支
部
や
出
張

所
）
の
統
廃
合
の
お
そ
れ

8
　
I
T
化
推
進
の
た
め
の
司
法
予
算

の
確
保
、
裁
判
所
の
人
的
・
部
的
設
備

の
充
実
が
不
可
欠
。

9
 　
I
 T
裁
判
対
応
支
援
を
名
目
と

し
た
非
弁
行
為
の
お
そ
れ
へ
の
対
策

⑽
　
弁
護
士
事
務
所
の
変
革
化
へ
の
対

応
（
I
T
の
習
熟
、
設
備
の
導
入
）

６
　
弁
護
士
と
し
て
希
望
す
る

民
事
訴
訟
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い
て

個
人
的
な
希
望
と
し
て
は
、
韓
国
の

し
て
収
入
印
紙
を
訴
状
に
貼
付
し
、
訴

状
の
送
達
や
期
日
の
呼
出
に
用
い
る
た

め
の
郵
便
切
手
を
予
納
す
る
必
要
が
あ

る
。

は
、
訴
状
を
裁
判
所
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
送
達
の
た
め
に
被
告

の
数
に
応
じ
た
副
本
を
添
え
る
ほ
か
、

民
訴
費
用
法
の
定
め
に
従
い
手
数
料
と

１
　
Ｉ
Ｔ
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
景

平
成
　
年
に
施
行
さ
れ
た
現
行
民
訴

10

法
の
下
で
の
実
務
は
、
基
本
的
に
は
紙

ベ
ー
ス
で
あ
り
、
例
え
ば
、
訴
え
提
起

講
演

仙
台
高
等
裁
判
所
長
官
　
秋
　
吉
　
淳
一
郎

民
事
訴
訟
手
続
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い
て

よ
う
な
民
事
裁
判
の
I
T
化
が
望
ま
し

い
と
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

W
e  

 b  ブ
ラ
ウ
ザ
を
使
用
し
た
裁
判
の

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
設
置
、
電
子
裁
判

を
利
用
す
る
か
ど
う
か
は
任
意
選
択

可
、
主
張
書
面
・
証
拠
は
電
子
フ
ァ
イ

ル
で
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
方
法
に
よ
り

提
出
、
当
事
者
及
び
代
理
人
は
　
時
間

24

い
つ
で
も
当
該
電
子
フ
ァ
イ
ル
に
ア
ク

セ
ス
化
、
電
子
裁
判
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

お
け
る
e
事
件
管
理
、W

eb

 
  会
議
を
利

用
し
た
e
法
廷
な
ど
で
あ
る
。


